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仕 様 書 

 

１ 業務名 

  固定資産台帳整備におけるＤＸツール更新等業務 

 

２ 業務の目的 

  本業務は、ローコードツールにより本市が令和７年度に導入した固定資産台帳システム（以下

「現行システム」という。）の稼働が令和１０年３月３１日に終了することに伴い、新たにローコ

ードツール等（以下「ＤＸツール」という。）を活用した固定資産台帳システム（それに付随する

照会用エクセル様式（後記５⑶参照）を含む。以下「次期システム」という。）の構築及び運用・

保守を行うものである。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和１５年（２０３３年）３月３１日までとする。 

➣ 主なスケジュールは以下のとおりである。 

    令和 ８年（２０２６年）７月  構築前の準備作業開始 

（新財務会計システムとの連携要件確認等） 

令和 ９年（２０２７年）４月  次期システム構築着手 

    令和１０年（２０２８年）４月  システム利用開始 

    令和１５年（２０３３年）３月  システム運用終了 

 

４ 履行場所 

  広島市財政局管財課（広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号）、その他本市が指定する場所又は

受注者が準備して本市が承認した場所 

 

５ 業務の概要 

 ⑴ 基本的な考え方 

   現行システムで構築済みの一部機能は、次期システムと同時期に稼働を予定している新財務

会計システム（別調達）のパッケージ機能により実装するため、次期システムにおいては新財務

会計システムの外付けツールの位置付けとして、現行システムの残りの機能（建設仮勘定整理）

及び照会用エクセル様式（詳細は後記⑶参照。）を引き継ぐものとする。 

   また、更新作業を進めるに当たって、次期システムの基本的な考え方は以下のア～エのとおり

である。 

  ア 安定稼働 

    本システムは、公表資料である財務書類（仕訳帳、附属明細等）の基礎情報を扱うため、毎

年の公表時期に建設仮勘定を管理する台帳（以下「資産整理台帳」という。）の整理が間に合

うよう安定稼働が求められる。 

  イ 課題の解消 

    現行システムの取組でもある資産情報の誤入力防止等の対策について、機能強化を行うな
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ど引き続き課題解決を推進する。 

  ウ 事務改善 

    システム更新は、事務改善を効率的に実施できる機会であるため、業務プロセスの改善や効

果的なツール導入などについて積極的に検討を行う。 

  エ 経費の抑制 

構築作業を進める中で業務の見直しを積極的に検討し、費用対効果の低い機能や利用実績

が少ない現行機能を見直しするなどして、更新及び運用・保守の経費をできる限り抑制する。 

また、開発手法に応じて、本システム稼働後の制度改正等の改修に必要となる経費をできる

だけ抑えるための工夫についても検討を要する。 

  オ 情報セキュリティの強化 

    ＤＸツールは、インターネット経由で利用できるクラウド提供のソフトウェアサービス等

を利用することを想定しており、国から自治体システムに対して求められる情報セキュリテ

ィレベルは年々向上していることから、更新に当たっては新たな脅威に対抗する最新の技術

に対応できる情報セキュリティ対策の導入を検討する。 

   次期システムと関連する新財務会計システムの全体構成イメージを下図（図１）に示す。 

 

（図１）全体構成イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 業務の範囲 

   本業務において、受注者は本市の業務要件を満たす次期システムを令和９年度に開発し、令和

１０年度から令和１４年度までシステム運用の支援を５年間行うものとする。なお、令和８年度
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は構築前の事前準備として、新財務会計システムとの連携要件確認等を行うものとする。 

   本業務の範囲は、下表「（表１）業務内容一覧」のとおりである（詳細は、後記「７ 業務の内

容」に示す）。 

（表１）業務内容一覧   

業務内容 履行想定時期（※） 

① 全体作業計画立案等 令和８年度～令和１４年度 

② システム開発のための要件定義 

令和９年度 

③ ＤＸツール利用基盤の環境構築 

④ 基本事項ライセンス提供 

⑤ ＤＸツールを用いたカスタマイズ（システム）開発 

⑥ ＤＸツールへのデータ移行等 

⑦ システムテスト・ユーザテスト支援 

⑧ 運用支援（運用・保守等に係るサービス提供） 令和１０年度～令和１４年度 

⑨ その他、システム開発のために必要となる業務 令和８年度～令和１４年度 

   ※ 各業務の履行時期の詳細は、表中の履行想定時期を基に契約締結後に具体化させるものとする。  

⑶ 次期システムに付随する照会用エクセルについて 

  庁内部署（以下「資産所管課」という。）は既存の照会用エクセル様式による運用を継続させ

ることにより、財政局管財課から資産所管課へ固定資産台帳整備を目的とした庁内照会をエク

セル様式により行い、ＤＸツール等による回答集約・突合等を行う想定である。 

このため、ＤＸツールのシステム開発に伴い、それに付随する照会用エクセル様式についても、

令和１０年３月末までに同ツールと親和性の高い『照会用エクセル様式（【別紙３】参考資料（現

行の照会用エクセル様式）参照）』に改良し、又は新たに開発するとともに、契約期間内におい

て継続的に保守を行うこと。 

【固定資産台帳とは】 

 固定資産について、その取得から除却処分に至るまでの経緯をそれぞれの資産ごとに管理する帳簿を指す。 

【次期システムの想定利用者数】 

 ６５０名程度（資産所管課の係単位の概数） 

⑷ 本市の固定資産台帳整備について 

平成２７年に国（総務省）から「統一的な基準（※１）」に基づく財務書類の作成・公表の要

請がなされ、本市においては平成２９年度（平成２８年度決算分）より財務書類の補助簿として

新たな統一的な基準による固定資産台帳を年度毎に整備・公表している。 

本市の固定資産台帳の状況（※２）及び資産整理台帳の件数（※３）を踏まえ、ディスク容量

やレスポンス等に影響を与えないようにＤＸツールのシステム開発を行うこと。 

※１ 国の統一的な基準について 

総務省策定「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和７年３月改訂）」のとおり 

（https://www.soumu.go.jp/main_content/001001118.pdf〈外部リンク：総務省ホームページ〉） 

※２ 本市の固定資産台帳について 

本市ホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/23/15500.html）のとおり 

※３ 資産整理台帳（建設仮勘定）について 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001001118.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/23/15500.html
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   現状の資産整理台帳は資産所管課において事業毎に作成しており、令和６年度実績でエクセル 

  ブック数は９１、エクセルシート数は４４０あります。 

 

⑸ 調達条件 

ア 本書（受注者が提案した仕様を含む。以下同じ。）に基づき、システム開発及び運用支援等

を行うこと。 

イ 導入するＤＸツールのソフトウェアについては、開発着手時に本市と合意した構成を基本

とし、受注者の責任において運用・保守を行うとともに、本市職員の利用に当たって必要と

なる支援等を行うこと。 

ウ 本業務の開発及び運用・保守に必要となる作業場所の確保等は受注者が行い、費用につい

ても受注者で負担すること。 

エ 本書に明示されていない事項で、本業務の実施に必要となった拡張機能等のためのソフト

ウェア及び機能追加のための役務については、本市と協議の上で受注者の責任において、供

給及び実施すること。 

オ その他本業務の実施に関して必要な事項及び不明な事項については、本市と協議の上で決

定すること。 

 ⑹ 提出書類等 

後記「９ 成果物」のとおり 

 

６ システムの内容 

⑴ 開発の前提条件 

 ア ＤＸツールは、インターネット接続系で提供されるクラウドサービス（ＳａａＳ）とし、受

注者が保有するクラウド環境上に構築すること。なお、情報セキュリティ対策のため、ISMAP

もしくは、ISMAP-LIU クラウドサービスリスト（政府情報システムのための評価制度）に登録

されたクラウドサービス上に構築すること。 

 イ クラウドサービスの提供事業者はＩＳＯ２７０１７の認証を取得していること。 

 ウ 本システムのユーザインターフェイスは、全体の構成のわかりやすさ、必要情報取得の容易

性、処理・操作方法の簡易性等について考慮し、利用者がストレス等を感じないよう、ユニバ

ーサルデザインに配慮した扱いやすい設計とすること。 

また、入力に際しては、マウスでの利用だけでなく、ショートカットキー等を活用したキー

ボードの利用ができるなど、柔軟かつ効率的に操作を行えることが望ましく、画面構成は、①

画面レイアウト、②画面の色合い、③メッセージ（入力補助等）、④メニュー画面、⑤ヘルプ

機能等について、統一性があり、操作性が高い設計とすること。 

  エ 本システムの開発に当たっては、別調達の新財務会計システムと情報連携（「後記６⑸イ_連

携対象データ一覧」参照）を行うため、関連するシステムとの連携に関する調査を行うととも

に、同システムの構築事業者との調整を行うこと。 

    なお、設計・開発を進めていく上で必要となる関係者との打ち合わせへの同席及び調整用資

料等の作成支援についても、本業務に含めるものとする。 
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⑵ 全体スケジュール（想定） 

  本市が進めるシステム更新の想定スケジュールを下図（図２）に示す。 

ただし、契約締結後の受注者との調整結果などにより、スケジュールの一部変更となる可能性

がある。 

 

 （図２）想定スケジュール   

 

 

 ⑶ 機能・帳票要件 

   「【別紙１】機能要件一覧」、「【別紙２】帳票要件一覧」のとおり 

 ⑷ 非機能要件 

  ア システム利用要件 

   (ｱ) システム利用時間 

      本システムは、年間を通じて２４時間使用できるものとする。ただし、事前に利用者へ

通知することで、システムメンテナンス作業で利用時間を制限することができる。 

   (ｲ) システム利用規模 

      システム利用者数は６５０名程度であり、同時接続人数も同程度を想定している。この

利用規模が動作するシステム環境を提供すること。 

      また、改修の確認ができる環境を提供すること。 

   (ｳ) ネットワーク環境 

      利用端末（後記イ(ｱ)に示す業務用端末を指す。以下同じ。）からインターネット経由で

接続できるサービスを提供すること。 

なお、セキュリティを担保した環境を構築すること。 

  イ 端末要件 

   (ｱ) 利用端末 

     ａ 本システムの利用端末は、本市職員が利用している業務用端末とし、対象となる端末

スペック及びソフトウェア等は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

区 分 
端末スペック ソフトウェア等 

CPU メモリ ディスク モニタ OS ブラウザ Office 

庁内端末 
Intel Core i3-1315U

相当 
8GB SSD250GB 15 型以上 Windows 11 Pro 

Microsoft 

Edge 

Microsoft 

Office 365 

※ 現時点でのパソコン構成であることに注意すること（更新した場合には、本市から情報を提供する）。 
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     ｂ クライアントパソコンにおいては、セキュリティ対策としてＯＳやブラウザ等への 

パッチ適用が適宜行われている。パッチ適用後においても安定した稼働を確保するとと

もに、稼働後の運用保守に大きな負担をかけない処理方式の提供を行うこと。 

   (ｲ) システム改修要件 

ａ 本市は業務効率化の観点から、システム運用開始後においても継続的に機能性向上を

検討する方針である。 

このため、本書に明示されていない事項で、本業務の実施に必要となったシステム改

修（出力帳票の追加対応を含む。）については原則、保守の範囲内で実施すること。 

     ｂ ソフトウェア構成等の変更が必要になった場合においても、低コストで対応できるよ

うな構成とすること。 

ｃ システム改修に際しては、実施の可否を本市と協議の上で承認を得るとともに、安定

稼動及び効率性を十分に考慮したものとすること。 

ｄ 導入するソフトウェアについて、クライアント端末のＯＳ、Ｗｅｂブラウザのバー

ジョンアップに伴う検証・改修は、保守の範囲で対応できるものにすること。 

      ｅ 固定資産台帳整備に係る制度改正に伴うシステム改修作業が発生した際には、受注者

が制度改正等の詳細な情報収集及び内容の理解に努め、システムへの影響を調査・分析

した上で、受注者の責任において、漏れなく必要な改修を実施すること。 

     ｆ システムバグに対する修正作業等、受注者の作業品質に起因する追加のシステム改修

作業については、受注者が本市に承認を得た上で、受注者の責任においてサービス品質

の維持に必要な作業を行うこと。 

   (ｳ) 可用性要件 

ａ 継続性・耐障害性 

  システム構成及びアプリケーションレベルの冗長化により、特定箇所に故障が発生し

た場合でも機能が制限されることなく業務を継続できるようにすること。 

     ｂ 災害対策 

       甚大災害時のデータ復旧を考慮したデータバックアップと復元計画を設計すること。 

   (ｴ) システム処理方式要件 

 主な処理方式における基本的な考え方はＷｅｂアプリケーション方式を基本とし、本市

の運用に適した処理方式とすること。その際、本システムにおける操作性及び処理性能に

ついては十分考慮すること。 

   (ｵ) 性能要件 

ａ 基本的な考え方 

       本システムにおいて業務が円滑に行えるような性能を有すること。また、将来的な制

度改正等により処理やデータ量の増加にも対応できるシステム構成とすること。 

ただし、性能に関してはデータセンターへのアクセス回線、庁内ＬＡＮの回線容量の

事情に影響する性能は除くものとする。 

     ｂ オンライン性能 

       オンラインレスポンスタイムは３秒以内を目標とすること。なお、アクセス集中時や

大量データを扱う際などはこの限りではない。 

ただし、本市のネットワークやクライアントパソコンの遅延に伴う影響は除外する。 
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ｃ バッチ処理性能 

  オンライン処理に対するデータ干渉及び性能干渉を考慮したシステム設計を行うこと。 

   (ｶ) 信頼性要件 

ａ 基本的な考え方 

       システムダウンによる被害の最小化、システムダウンの回復の迅速化により信頼性の

あるシステムを構築するとともに、庁内ネットワーク等、本市側の障害を除き、障害発

生時にも継続提供可能なシステム構成を採用し、障害発生を未然に防止する対策がとら

れていること。 

障害発生時は、迅速に対処が可能なサポート体制がとられていること。 

     ｂ 停電・瞬電 

       サービス提供側の機器において、瞬電、停電等の電源障害によるシステム機能の停止、

業務の停滞を防止できる構成とすること。 

ｃ バックアップ及びリストア 

バックアップを行う場合、1 回／日程度、最低２世代のバックアップを保管しておく

こと。 

また、バックアップされた情報が正常に記載されていることを定期的に確認すること。 

なお、ハード障害、災害時には本バックアップデータの最新を用いて環境へリストア

すること。 

   (ｷ) 拡張性要件 

今後、同時接続利用者の増員等を行った場合に備え、拡張性のあるシステム構成を採用

し、システム負荷の増加に対して柔軟な対応ができる構成とすること。 

なお、制度改正などによる処理やデータ量の増加率を見込んだサイジングを行うこと。 

   (ｸ) セキュリティ要件 

ａ 基本的な考え方 

担保されたシステム構成を採用し、セキュリティを維持するための継続的な取り組み

を実施すること。 

また、不正アクセスやウイルス感染などの脅威に対し、ハードウェアやソフトウェア

設定などのシステム対応や定期又は随時の運用対応の継続により、予防措置、追跡調査

などの対策を講じることのできる構成・設計とすること。 

     ｂ 情報セキュリティ 

セキュリティ上、問題を発生させるおそれのある機器及びソフトウェアを使用しない

こと。 

また、既知のセキュリティホールやバグ等については、すべて対策を講じること。 

ｃ 業務システムレベルでの不正利用の防止 

       システムへのログインはユーザ毎に設定されたＩＤ・パスワードにて制御可能である

こと。 

     ｄ 監査証跡（アクセスログ）の取得 

本システムにおける利用者の操作ログを取得できる仕組みを提供すること。 

なお、本システムで取得するログの要件は、次のとおりとする。 
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取得対象ログ 

アプリケーションログ： 

サーバ上のアプリケーションやソフトウェアで発生した事象の記録 

セキュリティログ： 

アプリケーションログのうち、情報セキュリティに関連するログを想定

している。システムへのログイン履歴及び成否等を記録した監査ログを

含む記録。 

ログの保 存 
ログの保存対象や保存期間については、総務省「電気通信事業における

個人情報保護に関するガイドライン」に示された通信記録に係る方針を

加味し、６カ月とすること。 

       ｅ ウイルス対策 

万一のウイルス侵入に備え、原則、本システムが使用する全サーバにウィルスチェッ

クソフトを設定すること。 

     ｆ 個人情報の保護 

本システムは個人情報保護の観点からセキュリティ対策について万全の対策を行うこ

と。 

   (ｹ) 外部サービス利用に関する特記事項 

ａ 日本の裁判管轄、法令が適用されること。海外への機密情報の流出リスクを考慮し、

外部サービスを提供するリージョン（国・地域）を国内に指定すること。 

また、国内の外部サービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。 

     ｂ 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時のセキュリティ対策については、

以下のとおりである。 

(a) 不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理（ID のプロビジョニン

グから廃棄まで）とアクセス制御を実装すること。 

(b) システム管理者等の特権アカウントが外部サービスに接続する際は、強化された認

証技術（多様素認証等）を用いること。 

(c) 外部サービス利用者による外部サービスに影響を与える操作の特定と誤操作の抑

制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮するこ

と。 

(d) 外部サービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策（IPア

ドレス制限、WAF又は CDN等）を行うこと。 

(e) 適切な暗号アルゴリズム（CRYPTREC により安全性及び実装性能が確認された「電

子政府推奨暗号リスト」）を用いた暗号化処理を行うこと。 

(f) 外部サービスの企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセ

キュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ

対策を行うこと。また、外部サービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必

要となるログの取得機能を実装すること。 

(g) 外部サービス内における取得するログの時刻、タイムゾーンを統一すること。 

(h) 設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサー

ビスのフレームワークとの比較などを行うこと。 

(i) セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用すること。 

(j) 外部サービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフ

トウェアの外部サービス上におけるライセンス規定を委託者に報告すること。 
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(k) 外部サービス上に構成された情報システムと他の外部サービス利用者のネットワ

ークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信（トラフィック）を監視するこ

と。 

(l) 利用する外部サービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能（移植容

易性）について、外部サービスの利用業務が継続できるよう考慮すること。 

(m) 外部サービスの利用に係る可用性（冗長構成や冗長回線等の実装）を考慮した設計

とすること。 

 ⑸ 管理対象・連携対象データ一覧 

  ア 管理対象データ一覧 

    本システムが管理対象とする基本情報について、次のとおりとする。 

    なお、管理対象データの詳細に関しては設計の段階で内容を検討するものとする。 

管理対象データ 概  要 

所 属 情 報 本市職員の所属（部、局、課等）情報 

事 業 情 報 本市の事業情報、事業コード 

年   号 ― 

イ 連携対象データ一覧 

    ＤＸツールに連携するシステム情報について、次のとおりとする。 

分 類 連携先システム 
連携情報 

主な入力情報 

外部システム 新財務会計システム 
公有財産管理情報 

固定資産管理情報 

 ⑹ 移行要件 

   データ移行の詳細に関しては設計の段階で内容を検討するものとする。 

   参考として、エクセルを用いて作成している固定資産台帳データでＤＸツールに移行を想定

しているデータは次のとおりとする。 

移行元データ 移行対象 データ内容 

現行システムの 

建設仮勘定データ 
ＣＳＶ 

事業が完了していない令和９年度の建設仮

勘定データ 

照会用エクセル様式 

（現行の様式 4+5 データ） 
エクセル 

事業が完了していない様式 4+5（建設仮勘

定）のデータ 

 ⑺ 留意事項 

  ア 本業務に付随した業務として、本市の現状を鑑みた結果、「【別紙１】機能要件一覧」に記載

がない事項であっても追加費用なく導入できる機能について検討すること。 

  イ 本書に明示されていない事項でも、本システムを適切に動作させるために当然備えるべき

性能、機能（構造）等については整備すること。 

 

７ 業務の内容 

  以下に示す各業務は、本業務に必要となる情報（総務省が公表する最新版の「統一的な基準によ
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る地方公会計マニュアル」）の調査・分析、本市職員へのヒアリング等を実施して本市の状況及び

意向を十分理解し、業務改善の実現に向けた具体的な提案をした上で、本市と連絡調整を十分に行

いながら履行すること（システム開発に必要となるその他資料等は契約締結後に無償貸与するも

のとする）。 

なお、受注者が提案時に回答した対応可否表に基づき、本システムと現行システムとのギャップ

に対してカスタマイズ、運用回避等の解決策を検討するフィット・アンド・ギャップ分析を行うと

ともに、本市職員へのヒアリングの際には業務改善の実現に向けた具体的な提案を行うこと。 

 ⑴ 全体作業計画立案等 

  ア 実施計画書によるプロジェクト推進及びミーテイング開催 

   (ｱ) 本契約締結後、速やかに（概ね２週間以内。以下同じ。）必要な作業の洗い出しを行い、

『実施計画書（後記９⑶ア参照）』を作成し、本市の承認を得た上で、プロジェクトを推進

すること。 

(ｲ) 前記(ｱ)による実施計画書の本市承認後、速やかに実施計画書を基にキックオフミーテイ

ングを開催すること。 

  イ 実施計画書に基づく進捗状況等の報告 

   (ｱ) システム構築の着手後（令和９年度以降。以下同じ。）、月次報告書（『履行状況報告書（後

記９⑶イ参照）』）を作成の上、月次で定期報告会（以下「定例会」という。）を開催し、本

市の承認を得ること。 

   (ｲ) システム構築の着手後、業務実施の各年度末において、年次報告書（『委託業務実施完了

報告書（後記９⑶ウ参照』）を提出し、本市の検査を受けること。 

   (ｳ) 前記(ｱ)の定例会は対面形式を基本とするが、双方の求めに応じて協議の上で、Ｗｅｂ会

議又は開催省略（書類提出のみ）に変更することができるものとする。 

なお、要件定義時などの過渡期又は障害発生時は、双方の求めに応じて定例会の開催頻度

を増やすことを可能とする。 

ウ 新財務会計システムとの連携要件の確認 

令和８年度中はシステム構築前の事前準備として、以下の作業を対価の支払いなく実施す

ること。 

    (ｱ) 別調達する新財務会計システムとの連携要件の確認 

(ｲ) 現行業務の把握・分析 

    (ｳ) その他、構築に必要となる事前準備（クラウド環境の確認、関係者調整等） 

⑵ システム開発のための要件定義 

   本書、総務省が公表する最新版の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」並びに本市職

員へのヒアリング等の内容を基に要件定義を行い、本市担当者に事前承認を得ること。   

 ⑶ ＤＸツール利用基盤の環境構築 

   以下に示すシステム導入のための運用環境を構築すること。 

   なお、環境構築に当たっては、全般的なサポート体制（問合せ対応等）を整えるとともに、構

築時の各種申請（クラウド基盤の利用等）に係る資料作成及び接続するサーバ等の設定を要する

場合には必要となる作業支援を行うこと。 

   ア ＤＸツール利用基盤の利用開始ができるよう、本市の求める環境を構築すること。 

   イ 本市に対し構築時に必要となる対応内容や対応範囲の設定情報等をあらかじめ示すこと。 
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   ウ セキュリティ設定等、運用環境の管理項目の設定を行うこと。 

   エ その他環境構築に関して必要な事項については、本市と協議の上で決定すること。 

 ⑷ 基本事項ライセンス提供 

   以下の要件を満たすサービスを提供すること。 

   なお、これらを実現させるに当たって、できる限り単一のソフトウェアでの実現が望ましいが、

一体的で円滑な運用・保守が行えることを前提として、ＤＸツール外部のサービス等（以下「外

部サービス」という。）を利用しても差し支えない。 

   ア 基本要件 

    (ｱ) インターネット接続系で提供されるクラウドサービス（ＳａａＳ）であること。 

    (ｲ) ライセンス費用は、将来におけるデータ量や利用者の増加に対して、プログラムやファ

イル等の改修なく対応できる柔軟なシステムであること。 

    (ｳ) 日本語に対応し、直感的に操作性の良いＵＩを有すること。 

    (ｴ) システム連携におけるオープン性を確保し、標準的なクラウド認証サービスや外部サ

ービスとのデータ連携・機能連携のＡＰＩを保有した汎用性の高いシステムであること。 

(ｵ) 使用する技術について、国際的に広く採用されている技術を用いたシステムであるこ

と。 

(ｶ) クライアント環境について、ブラウザのみで利用することが可能なこと。 

  なお、利用端末上にて、次期システムを使用できるように稼働環境を構築すること。 

   イ ライセンス要件 

    (ｱ) 本市職員が利用することになる最低限６５０ライセンスを受注者が用意すること。 

      なお、次期システムの開発、テスト及び運用・保守用として本市職員用ライセンスのう

ち一部を受注者に振り分けることは差し支えない（ライセンスは本市名義とする）。 

    (ｲ) ライセンス提供開始は、開発においてライセンスが必要となる時期を基に協議により

決定するものとし、提供終了は令和１５年３月３１日までとする。 

なお、システム利用開始前（令和１０年３月末まで）に、ＤＸツールの利用環境が証

明できる『ライセンス証明書等【成果物：後記９⑵（表２）№10】』を提出すること。 

(ｳ) 令和１５年度以降において本市判断による契約延長等によりライセンス利用を継続さ

せる場合は、ライセンス提供期間終了までの本市指示のもと、受注者は次契約に基づく

ライセンス利用が可能となるようあらかじめ調整を行うこと。 

(ｴ) 本契約に基づきライセンス提供終了を令和１５年３月３１日までとする場合は、本業

務の契約範囲内でサービス利用の終了に伴い必要となるデータ消去等の作業（本市指示

による既存データの出力作業を含む）を同期間内に完結させるよう実施すること。 

 ⑸ ＤＸツールを用いたカスタマイズ開発 

  ア 前記⑴～⑷に基づくＤＸツールを活用したカスタマイズ開発を行い、令和１０年３月末ま

でに『開発したＤＸツール【成果物：後記９⑵（表２）№11』を提供すること。 

なお、機能性等を向上させるに当たって、一部機能に外部サービスを利用することは差し支

えない。 

イ 前記５⑶に基づくＤＸツールに付随する照会用エクセル様式の改良及び開発を行い、令和

１０年３月末までに『照会用エクセル様式（改良又は開発したもの）【成果物：後記９⑵（表

２）№11】』を提供すること。 
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  現行の資産所管課照会用データは、契約締結後に本市よりエクセル形式で提供する。 

なお、資産所管課の誤入力防止に係る機能性等を向上させるに当たって、マクロ等のエクセ

ル拡張機能を活用することは差し支えない。 

  ウ 次期システムの利用開始前に後記⑺の各テストを実施し、本ツールのカスタマイズ開発に

おける品質を保証すること。 

  エ 開発時における責任所在の明確化及びデータ流出等のセキュリティ面の観点より、第三者

への全面委託は禁ずる。ただし、開発の一部を第三者に委託する場合は、本市の承認を得た場

合にのみ可能とする。 

 ⑹ ＤＸツールへのデータ移行等 

現行の固定資産台帳整備に係る最新データ（令和７年度決算分を想定）等について、後記⑺シ

ステムテスト・ユーザテスト支援までにＤＸツールへ移行すること。現行運用の最新データは、

契約締結後に本市がエクセル等の加工可能な形式で提供する。 

   これにより、本市から提供されたデータ全てを受注者はＤＸツールへ移行すること。 

また、本業務の満了に伴い、本市が固定資産台帳整備に係る新システムを導入する際には、本

市からの求めに応じ、受注者は関係者協議の同席など移行作業への協力を行うものとし、新シス

テムへの移行に関してＤＸツールのデータ抽出を行い、本市へ無償で引き渡すこと。 

※ 移行対象のデータについて、台帳更新をかける前年度（令和８年度）末に所有している固定資産（令和７

年度決算分）を取り込み、それ以前の異動情報は取り込まないことを現時点では想定しているが、対象範囲

の詳細は契約締結後に本市と受注者が協議の上で、本市が決定するものとする。 

 ⑺ システムテスト・ユーザテスト支援 

  ア システムテスト 

利用端末上にて、次期システムとして求められている各機能が正しく動作するかどうかを

総合的なテストとして実施し、問題なく稼働することを検証すること。 

    ただし、本市庁内のネットワーク環境でなければテストができない場合、受注者と本市が協

議の上で、テスト範囲を決定する。 

  イ ユーザテスト支援 

    本市職員が次期システムを実際に利用して、本市で定めた仕様が実現されているか、実際に

業務遂行上の問題がないかをユーザテストとして実施する。 

受注者は、ユーザテストを実施するためのテスト環境を提供するとともに、テストの目的、

テストケース、テストの合格基準、シナリオ等を明記したテスト計画書を作成の上、本市職員

からの問合せ対応及び適正かつ効率的に行うために必要となる助言等の支援を行うこと。 

  ウ 共通事項 

   (ｱ) テスト実施に当たっては、『テスト計画書【成果物：後記９⑵（表２）№６】』を事前に作

成して、本市の承認を受けておくこと。 

(ｲ) 前記ア、イのテスト実施の結果、検出されたエラーや改善点等について検討を行うととも

に、不良箇所等の修正を行うこと。 

(ｳ) 各テストの終了後、受注者で成果物のレビューを行った上で、テスト結果を明記した『テ

スト結果報告書【成果物：後記９⑵（表２）№７】』を速やかに提出し、本市の検査を受け

ること。 
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⑻ 運用支援 

  ア ＤＸツールを容易に利用できるよう管理方法や操作方法の図等を記載した『操作マニュア

ル【成果物：後記９⑵（表２）№８】』（照会用エクセル様式を含む。）を本市と事前協議の上

で作成すること。 

    なお、操作マニュアルは、専門用語を多用しない、ハード画面・イメージ図を用いるなど、

分かりやすさ、読みやすさに努めるとともに具体的に記載すること。 

    また、次期システムの改修対応により操作方法が変わるなど操作マニュアルに変更が生じ

た場合は、速やかに改版を作成して提出すること。 

  イ 履行期間の間、安定した運用・保守業務を行うための体制を構築すること。 

ウ 適用したソフトウェア（ＯＳ、ミドルウェア）にセキュリティホール対応、バージョンアッ

プ適用等の保守業務が必要となる場合は、事前に動作検証を実施し、本市の承認を得た上で受

注者において対応すること。 

なお、ソフトウェアのバージョンアップ及びパッチ適用を行った場合は、適用内容、適用日、

適用理由、適用による影響範囲等を直近の『履行状況報告書【成果物：後記９⑵（表２）№２】』

に記録し報告すること。 

また、バージョンアップ等の何らかの作業により不具合が発生した場合は、速やかに切り戻

しを行うこと。 

エ 本市又は受注者の求めに応じて、システム稼働後に検出されたエラーや改善点等について

検討を行うとともに、原則、本業務（システム運用・保守）の範囲内で利用環境の設定内容を

含めた見直し・改修対応等を行うこと。 

なお、次期システムの改修（軽微なものを除く）を行った場合は、改修内容、改修完了日、

改修理由、改修による影響範囲等を直近の『履行状況報告書【成果物：後記９⑵（表２）№２】』

に記録し報告すること。 

オ 次期システム利用に係る本市職員へのサポート体制（随時のメール又は電話による問合せ

対応）を整えること。 

なお、本市問合せによる受付、回答、完了等の記録を直近の『履行状況報告書【成果物：後

記９⑵（表２）№２】』により報告すること。 

カ 障害発生時の対応を示した『緊急時対応マニュアル【成果物：後記９⑵（表２）№９】』の

作成を行うとともに、障害対応の全面的なサポート体制を整えること。 

なお、障害の程度が大きい場合は、障害の発生内容（発生日時、場所、障害事象等）や解決

内容（解決日時、原因等）等を直近の『履行状況報告書【成果物：後記９⑵（表２）№２】』

に記録し報告すること。 

  キ 障害発生後に業務ツールを復旧するために必要となる業務データ及び設定情報等のバック

アップを適宜行うこと。 

⑼ その他、ＤＸツール導入のために必要となる業務 

   定例会等の協議・打合せ開催時の資料準備、『議事録【成果物：後記９⑵（表２）№４】』の作

成など、『その他本市が必要とするもの【成果物：後記９⑵（表２）№12】』は受注者において対

応すること。 
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８ 業務実施体制 

⑴ 本業務と類似（※）の業務受注（履行中の場合も含める）の経験がある現場責任者、プロジェ

クト管理者（現場責任者とプロジェクト管理者は同一の者でも可）及び従事者を従事させること。 

   なお、開発、納品及び保守等まで一貫した業務実施体制とすること。 

※ 類似業務の対象範囲（以下、ア及びイの受注実績を類似業務とする。） 

ア 国又は地方公共団体におけるＤＸツール等を用いたシステム開発業務 

イ 国、地方公共団体又は民間企業における固定資産台帳管理に係るシステム導入業務 

       なお、前記イのシステム導入業務には、ＤＸツール以外の専門（パッケージ）システム、

フルスクラッチ等のシステム導入実績を含めてもよいものとする。 

⑵ 本件業務を遂行するために必要なスキルである、以下の資格者又は試験合格者を業務実施体

制に含めること。 

なお、以下の任意条件の資格者又は試験合格者を業務実施体制に含めるよう努めること。 

必須条件 
・セキュリティ関連資格：情報処理安全確保支援士 

・ＤＸ関連資格：ＩＴストラテジスト試験 

任意条件 プロジェクト管理関連資格：ＰＭＰ、Ｐ２Ｍ又はプロジェクトマネージャ試験 

※ 上記資格者又は試験合格者は、それぞれの分野で担当者を分ける必要はなく、一人で複数

分野の資格を有する者で担当することについても可とする。 

⑶ 現場従事者の中に、総務省が公表する最新版の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」

で示された「統一的な基準」に基づく財務書類の作成支援等の地方公会計制度に係る業務の従事

実績（従事中の場合も可）を有する公認会計士を配置するよう努めること。 

 

９ 成果物 

⑴ 成果物の作成 

ア 各種成果物は様式不問とし、本市は受注者の求めに応じてひな形を提供するものとする。 

ただし、後記⑵（表２）中の「主な掲載箇所」欄の内容は、各種成果物に反映させること。 

イ 各種成果物の様式等の見直しが必要になった場合は、双方いずれかの求めに応じて協議の

上で変更できるものとする。 

ウ 作成途中の原稿や開発途中の画面を情報共有するなど、本市と連絡調整をしながら成果物

の作成を進めていくこと。 

エ ＤＸツールの開発等に当たって、本市の各課に対するヒアリング等を実施する必要が生じ

た場合には、本市と事前に協議し、調査票等の必要資料を作成すること。 

オ 令和８年度中に無償で作成された成果物の著作権についても、原則として発注者に帰属す

るものとする。なお、受注者は当該成果物の複製及び二次利用を行ってはならない。 

⑵ 成果物の名称及び納期等 

   受注者は、下表「（表２）成果物一覧」に示す成果物を本市が指定する媒体で提出すること。 

電子媒体での提出は、マイクロソフト社のワード、エクセル又はパワーポイントのいずれかの

形式で本市が指定する方法で提出することとする。 
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 （表２）成 果 物 一 覧   

№ 成果物の名称 納 期 主な掲載箇所 

１ 
実施計画書（ＷＢＳ含む） 
※ 実施計画の見直しが必要となる場合は、変更（改版）

後の実施計画書を別途提出すること。 

契約締結後速やかに 
（概ね１４日以内。以下同じ。） 

Ｐ１０（前記７⑴ア） 

Ｐ１５（後記⑶ア） 

２ 

月
次
報
告 

履行状況報告書（令和９年度 開

発用） 

令和９年度の各月の

月末 
Ｐ１０（前記７⑴イ(ｱ)） 

Ｐ１３（前記７⑻ウ～カ） 

Ｐ１５（後記⑶イ） 
履行状況報告書（令和１０～１

５年度 運用・保守用） 

令和１０年度以降の

各月の月末 

３ 

年
次
報
告 

委託業務実施完了報告書（令和

９年度 開発用） 
令和１０年３月末 

Ｐ１０（前記７⑴イ(ｲ)） 

Ｐ１６（後記⑶ウ） 委託業務実施完了報告書（令和 

１０～１５年度 運用・保守用） 

令和１０年度以降の

各３月末 

４ 議事録 
協議等、終了後速や

かに 

Ｐ１３（前記７⑼） 

Ｐ１６（後記⑶エ(ｱ)） 

５ 課題管理表 各月の月末 Ｐ１６（後記⑶エ(ｲ)） 

６ 
テスト計画書（システムテスト、ユー

ザテスト用） 

テスト実施の１０日

前までに 
Ｐ１２（前記７⑺ウ） 

７ 
テスト結果報告書（システムテスト、

ユーザテスト用） 

テスト終了後速やか

に 

８ 
操作マニュアル（№11～12の管理方法

及び操作方法を示したもの） 

令和１０年３月末 

Ｐ１２（前記７⑻ア） 

９ 緊急時対応マニュアル Ｐ１３（前記７⑻カ） 

10 ライセンス証明書等 Ｐ１１（前記７⑷イ(ｲ)） 

11 
開発したＤＸツール、照会用エクセル

様式（改良又は開発したもの） 

Ｐ３（前記５⑶） 

Ｐ４～９（前記６） 

Ｐ１１（前記７⑸ア,イ） 

12 その他、本市が必要とする資料等 
随時 
（本市が指示する期限） Ｐ１３（前記７⑼） 

 ※ 双方いずれかの求めに応じて協議の上で、本市が決定することにより納期変更を可能とする。 

⑶ 成果物の説明 

ア 実施計画書【成果物：前記⑵（表２）№１】 

(ｱ) 受注者は、業務履行開始に当たり、契約締結日後速やかに実施計画書（ＷＢＳを含む）を

作成し、本市の承認を得ること。 

(ｲ) 実施計画書には、現実的かつ効率的で有効な作業実施方法、現場責任者の氏名及び連絡

先、作業実施体制（業務従事者の氏名及び連絡先、役割分担、過去の業務従事実績を明記）

及び全体スケジュール（本市と受注者の作業分担が分かるＷＢＳ）を明らかにすること。 

(ｳ) 双方いずれかの求めに応じて実施計画書（ＷＢＳを含む）を変更する必要があるときは、

変更（改版）後の実施計画書を提出し、本市の承認を得ること。 

(ｴ) 実施計画書は、書面にて本市に提出するとともに、電子データもあわせて提出すること。 

  イ 履行状況報告書【成果物：前記⑵（表２）№２】 
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   (ｱ) 令和９年度（ＤＸツール利用開始前）の各月末（令和９年１２月分にあっては翌月の営業

日初日）に、前記アの実施計画書に基づくＤＸツール開発の進捗状況を示した月次報告書を

作成の上で速やかに提出すること。 

   (ｲ) 令和１０年度以降（システム利用開始後）は、次期システムの運用・保守等業務の対応状

況を示した月次報告書を各月末（各年度１２月分にあっては翌月の営業日初日）に作成の上

で速やかに提出すること。 

   (ｳ) 前記(ｱ)(ｲ)の報告の結果、実施計画書に基づくスケジュール（本市が定める機能要件等の

品質管理を含む。）と実状に差が発生し是正の必要があると本市が判断した場合は、受注者

によりその原因及び対応策を明らかにした上で、速やかに変更後の実施計画書を提出して

本市の承認を得るとともに是正すること。 

  ウ 委託業務実施完了報告書【成果物：前記⑵（表２）№３】 

(ｱ) 令和１０年３月末に、令和９年度内に完了した業務の業務履行完了日、提出した成果物の

一覧を記載の上、次期システムの設計書を添付した『委託業務実施完了報告書（令和９年度 

開発用）』を作成すること。 

   (ｲ) 令和１０年度以降の各年度末に、年度内における運用・保守等業務の対応状況及び提出し

た成果物の一覧、改修等対応を行った変更履歴の一覧を記載した『委託業務実施完了報告書

（令和１０～１４年度 運用・保守用）』を作成すること。 

エ 議事録及び課題管理表【成果物：前記⑵（表２）№４、５】 

(ｱ) 本市との打合せ・協議を行う際には、あらかじめ協議事項を連絡すること。終了後には

『議事録』を作成した上で速やかに提出し、本市の承認を得ること。 

(ｲ) 打合せ等において生じた課題については、前記(ｱ)の議事録とは別に一覧（以下「課題管

理表」という。）にまとめること。 

なお、『課題管理表』は受注者が対応・回答すべきもの、本市が対応・回答すべきものに

分け、それぞれ対応・回答期限を明記し、履行状況報告書に添付するなど定期的（月１回以

上）に提出すること。 

 

１０ 留意事項等 

 ⑴ 業務の詳細事項及び進め方における協議 

必要に応じて本市及び受注者いずれかの要請によりその都度行うものとし、終了後に受注者

は議事録を作成の上で速やかに提出すること。 

 ⑵ 次期システムの改修等 

   次期システムの運用開始後に必要となったシステム改修及び出力帳票の追加については原則、

本業務（システム保守）の範囲内で実施するものとする。 

   ただし、現時点では想定していなかった大規模な制度改正等による機能の大幅な追加や変更、

システムの基本的な設計に係る改修作業を要する場合については、保守の範囲とするか否かに

ついて、受注者が開発規模、工数を明確にした根拠資料を作成し、本市と受注者が協議の上、本

市が決定するものとする。 

⑶ 本市からの資料提供 

本業務の実施に当たり必要と思われる資料及びデータは、本市が提供する。 

受注者は、本市から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のた
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めにのみ用いるものとし、本市の許可なくして複写又は複製してはならない。 

また、受注者は業務終了後、本市から提供された全ての資料及びデータ（本市の許可を得て複

写・複製したものも含む。）を本市に返却すること。 

⑷ 作業環境等 

本業務を実施するための作業環境及び資料作成に必要な経費は、受注者が準備する。 

なお、受注者が必要に応じ本市庁舎内で作業や協議等を実施する際は、本市がこれを準備する。 

⑸ 本業務を実施する上で取扱上判断がつかない案件が生じた場合の対応 

受注者は独善的に作業を進めることなく、適宜本市に判断を仰ぐこと。 

 ⑹ 情報セキュリティ対策 

  ア 本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。 

  イ 提出物及び成果物の作成に当たり、コンピュータウィルス対策など十分なセキュリティ対

策が施された環境で行うこと。 

  ウ 受注者及び本業務の従事者は、契約期間中及び契約終了等により業務を離れた後にも、業務

上知り得た情報を漏えいしないこと。 

  エ 本業務の従事者が本市施設内で業務を実施する際は、名前札や身分証明書を着用すること。 

⑺ 再委託 

  ア 受注者は、本業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定などの技術的判断

を要する重要業務について、原則、再委託できないものとする。 

    なお、重要業務の再委託が一部必要となる場合は、後記ウの『再委託等承諾申請書』に再委

託する業務内容及び再委託が必要となる理由を明記すること。 

  イ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託

に当たっては、本市の承諾を必要としない。 

ウ 受注者は、業務を再委託に付する場合、着手前に『再委託等承諾申請書（契約締結後に様式

を提供する。）』を提出の上で再委託の相手方との契約内容等を明記するとともに、当該申請書

の本市承諾を得た後に再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施すること。 

また、広島市委託契約約款に基づき、本業務の一部を再委託する場合には、地元企業（広島

市内に本社を有する業者。以下同じ。）を相手方とするように努めること。 

⑻ 共同企業体 

本業務の履行に当たり共同企業体を結成する場合は、地元企業を構成員に含めるよう努める

こと。 

 

１１ その他 

仕様書に関し疑義が生じたとき、又は仕様書に定めのない事項については、本市と受注者が協

議して決定する。 


